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令
和
２
年
４
月
20
日
、
国
は「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策
」を
閣
議

決
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
感
染
拡
大
に
留
意
し
つ
つ
、
簡
素
な
し
く
み
で
迅
速
か

つ
的
確
に
家
計
へ
の
支
援
を
行
う
た
め
、
特
別
定
額
給
付
金
事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

１. 特別定額給付金について

■給付対象者
　�基準日（令和２年４月27日）において、大淀町
に住民登録がある人

■受給権者
　給付対象者の属する世帯の世帯主
■給付額
　１人につき10万円

2. 申請方法

　給付金の申請方法は次の２通りを基本とし、
給付は原則として申請者（世帯主）の銀行口座へ
の振り込みにより行います。
　感染拡大防止のため、やむを得ない場合を除
き、町役場窓口での申請はご遠慮ください。

　　郵送で申請する

　　オンラインで申請する

　政府のオンラインサービス「マイナポータル」
にアクセスし、必要事項を入力のうえ申請して
ください。
　利用には電子証明書を搭載したマイナンバー
カードが必要です。また、マイナンバーカード
に対応したカードリーダまたはスマートフォン
が必要です。

◎申請期限は、８月19日（水）まで
※�　オンライン申請は、５月１日（金）から受付
を開始しています。

※　マイナンバーカードをお持ちの人が対象

特
別
定
額
給
付
金

　

１
人
に
つ
き
10
万
円
が
給
付
さ
れ
ま
す

　郵送申請については、「３. 給付までのスケ
ジュール」をご覧ください。

詳しくは、総務省「特別定額
給付金」のページをご覧くだ
さい。
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3. 給付までのスケジュール

　５月18日（月）に申請書を発送し、20日（水）
から申請書の受付を開始しています。
　申請書が届いていない場合は、町役場総務課
へご連絡ください。

■申請書受付に必要なもの（郵送で申請する場合）
　①町から郵送された申請書
　②�申請者（世帯主）の振込口座確認書類（通帳・

キャッシュカードなど）の写し
　③�申請者（世帯主）の本人確認書類（運転免許

証、健康保険証、パスポートなど）の写し
　➡�申請書の裏面に上記②③を貼付し、申請書

に同封の返信用封筒（切手不要）で返送して
ください。

※�　原則として、世帯全員の分を世帯主の口座
に振り込みます。分割して振り込むことはで
きません。

※�　申請書に不備や必要書類の添付漏れがある
と、給付手続きにお時間をいただくこととな
りますので、送付の際は必ずご確認ください。

◎申請期限は、８月19日（水）まで
　　　　　　　　　　   【当日消印有効】
※�　申請期限までに申請が行われなかった場合、
給付金の給付を辞退したものとみなします。

■振込日
　５月下旬から順次、給付金を給付しています。
※�　申請書到着日から約２週間で振り込みます。

　給付金に便乗した「詐欺」や
「個人情報の詐取」に注意して
ください。申請書類は、町役
場から郵送します。 給

付
金
の
詐
欺
に
注
意
! !

■吉野警察署
　☎0747-53-0110
　時間：午前９時～午後５時
　（土・日曜日、祝日を除く）
■警察相談専用電話
　☎＃9110

少しでも不審な電話や郵便物だ
と思ったら、町役場か警察署に
連絡してください。

詐欺被害

4. 問い合わせ

■特別定額給付金コールセンター
　☎0120-260020（フリーダイヤル）
　応対時間：午前９時～午後６時30分
　（平日、休日を問わず）
■町役場 総務課
　☎0747-52-5501（内線201）
　応対時間：午前９時～午後５時
　（土・日曜日、祝日を除く）

役場職員や、国の職員が
下記のことを行うことは
絶対にありません。

　　�現 金 自 動 預 払 機
（ATM）の操作をお
願いすること

　　
　　�給付のために手数料

などの振り込みを求
めること

　　�メールを送り、URL
をクリックして申請
手続きを求めること

絶対に教えない！
渡さない！

◦暗証番号
◦通帳
◦口座番号
◦キャッシュカード
◦マイナンバー
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問 ���町役場�福祉課（内線119）

▶支給額
　�児童１人あたり１万円（１回限りの支給）

▶支給方法
　児童手当の振込口座へ振り込みます。

※�　給付金の受け取りを辞退される場合は、辞退
届の提出が必要です。辞退される人は、町役場
福祉課まで連絡してください。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい
る子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を
受給する世帯に対して給付金（一時金）が支給さ
れます。

▶支給対象者
　�令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当の
受給者

　※�　特例給付（児童手当の所得制限額以上の人
に、児童１人当たり月額5,000円を支給して
いるもの）を受給している人は、対象となり
ません。

　※�　町から児童手当の支給を受けている人は、
原則、申請は不要です。

▶支給対象児童
　令和２年４月分の児童手当が支給される児童
　※�　令和２年３月分の児童手当の対象であり、

４月から新高校１年生となっている児童も
含みます。

問 ���町役場�保険医療課（内線130）

　新型コロナウイルス感染症に感染するなど
した場合に、その療養のため勤務することがで
きなかった期間（一定の要件を満たした場合に
限る）、下記の対象者に傷病手当金を支給しま
す。

▶対象者
　�大淀町国民健康保険および奈良県後期高齢
者医療保険の被保険者で、新型コロナウイル
ス感染症に感染した場合または発熱等の症
状があり感染が疑われた場合に、療養のため
勤務することができない人

※�　給与等の支払いを受けている人に限りま
す。

▶適用期間
　�令和２年１月１日から９月30日までの間で
療養のため勤務することができない期間

▶申請方法・支給額等
◦��支給を受けるためには、申請が必要です。申
請を希望する場合は、町役場保険医療課まで
必ず事前に電話で問い合わせてください。

◦��支給の可否および支給金額等については、審
査により決定します。

　詳しくは、町ホームページをご確認いただく
か、町役場保険医療課へ問い合わせてください。

特定健康診査および後期高齢者健康診査の受診券の一斉発送を中止します

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を
考慮し、下記の対象者へ毎年５月と６月に発送し
ている特定健康診査および後期高齢者健康診査
の受診券の一斉発送を中止します。

▶対象者
◦��大淀町国民健康保険に加入している40歳から
75歳未満の人

◦��後期高齢者医療制度に加入している人

問 ���町役場�保険医療課（内線130）

　希望者には、個別に受診券を発送しますので、
町役場保険医療課まで電話で連絡してください。
受診券の使用期限は令和３年２月28日までです。
今後の各健康診査の実施については、感染拡大の
状況に応じて検討します。
　詳しくは、町ホームページをご確認いただく
か、町役場保険医療課へ問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

療養のために勤務できない場合に
傷病手当金が支給されます

（国民健康保険・後期高齢者医療保険）

子育て世帯への臨時特別給付金が
給付されます
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おおよどマスクバンクを開設
マスクの寄附をお願いします

問 ���町役場�健康増進課　☎0747-52-9403

　新型コロナウイルス感染症の影響でマスクの
入手が困難な状態が続いています。町ではマスク
バンクを開設し、町民のみなさんから、マスクの
寄付を受け付けます。

▶ご提供いただきたいもの
　未使用の子ども用または大人用マスク
　（�手作り・市販品は問いません。）

▶受付期間
　８月14日（金）まで

　善意でいただいたマスクは、必要としている人
たちに、大切にお届けします。
　詳しくは、町ホームページをご確認いただく
か、町役場健康増進課へ問い合わせてください。

災害時における避難所での感染症
対策を考えましょう

　避難所などの密集した空間では感染症拡大の
リスクが高まります。感染症がまん延している状
況下で災害が起こった場合、どのように行動する
べきか、日ごろから考えておきましょう。

▶避難所での感染リスクを避けるために
◦��自宅での安全確保が可能な人は、感染リスクを
負ってまで必ずしも避難所に行く必要はあり
ません。本当に避難が必要な人が適切に受け入
れられるようご協力ください。

◦�在宅避難に備え、日ごろから１週間程度の食
料、水、日用品などを備蓄しましょう。

◦�自宅が危険な場合は親戚や知人宅への避難を
検討しましょう。

◦�避難所に行く際は、非常用持ち出し品（貴重品、
食料、水、毛布等）に加え、マスクやアルコー
ル消毒液等を持参しましょう。

問 ���町役場�総務課�安全対策室（内線207）

児童虐待に気づいたときやＤＶ被害
に悩んでいる人はまず相談を

　外出自粛や休業等の状況下において、生活不安
やストレスによる児童虐待やＤＶ被害の増加、深
刻化が懸念されます。
　児童虐待やDV被害に悩んでいる人、また子ど
もや女性の周りで気づいた場合はすぐに下記へ
連絡をお願いします。
※　相談者や内容に関する秘密は守られます。

��◦町役場�福祉課（内線118）
◦�児童相談所全国共通ダイヤル189
◦�奈良県中央こども家庭相談センター
　☎0742-26-3788
◦�奈良県高田こども家庭相談センター
　☎0745-22-6079
　時間：月～金曜日　午前９時～午後５時
　（祝日、年末年始を除く）
※�　児童虐待等、緊急相談・通報は、県中央
こども家庭相談センターで24時間受付し
ています。

児童虐待

◦町役場�人権住民課�人権施策推進室
　（内線127）
◦ �DV相談＋（プラス）
　☎0120-279-889
　SNSやメールでも
　相談可能です。
◦奈良県中央こども家庭相談センター
　（配偶者暴力相談支援センター）
　☎0742-22-4083
　時間：月～金曜日　午前９時～午後８時
　（祝日、年末年始を除く）

DV 被害

緊急時には110番！

ひとりで抱えずに相談してください。

� ▲DV相談＋（プラス）
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みなさんへのお願い
　新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族、医療機関関係者、外国人
等に対する差別や偏見、誹

ひ ぼ う

謗中傷が広がっています。これらは人権侵害であり、
許されるものではありません。不確かな情報や根拠のない話に対しては冷静
な判断や行動を心がけていただきますようお願いします。

▲�その他の実施事業につい
ては町ホームページをご
覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する

大淀町の施策
　新型コロナウイルス感染症対策について、内
閣府において「地方創生臨時交付金」が創設さ
れ、本町においては約１億円の交付金が交付
される見込みとなりました。この交付金を活
用しながら感染拡大の防止と地域経済の回復
を両立させるため、本町独自の取り組みを行
います（予算措置総額：１億9,279万3,000円）。
その概要をお知らせします。

【オンライン学習環境の整備】
▶�小中学校の臨時休業に伴う家庭でのオン
ライン学習を実現するため、１人１台の
タブレットを配布し、学習環境の充実を
行います。

強
きょうじん

靭な経済構造の構築にかかるもの
（新しい生活様式の確立）

問 ���町役場�企画政策課（内線220）

感染拡大防止などにかかるもの01

【マスクの配布】
▶�町民用（主に基礎疾患者、妊婦、要介護・要
支援認定者、障がい者、災害備蓄用）マス
クを購入します。

【マスクバンクの創設】
▶マスクバンクを創設します。

【感染予防対策物品の購入】
▶�福祉施設等における衛生管理のための物品
（防護服、マスク、エタノール、次亜塩素
酸空間除菌脱臭機、次亜塩素酸水生成器、
消毒用アルコールなど）を購入します。

地域経済の回復にかかるもの

【地域経済活動回復支援】
▶�地域経済の好循環の構築に向け、事業所
の経営回復に向けた新たな取り組み（テイ
クアウトやデリバリー商品などの新商品
の開発、商品販路の拡大）について情報を
集約し、発信（ホームページやチラシの作
成）します。

【水道料金（基本料金）の免除】
▶�水道料金の基本料金を２か月免除します。申
し込みは不要です。令和２年７月および８月
の検針分が対象です。

【子ども在宅応援金の支給】
▶�子育て世帯への経済的負担を減らすため、子
育て世帯（中学生以下の児童がいる世帯）へ
１万円を給付します。
　�町から児童手当の支払いを受けている世帯は、
申請は不要です。令和２年６月末日以降、順
次支払い予定です。町から児童手当の支払い
を受けていない世帯は、改めて詳細をお知ら
せします。
※�　国の制度とは別に町独自の給付になります。

生活・事業の維持等にかかるもの（給付事業を含む）

【事業者支援】
▶�町内事業者に対し、国の各種助成金（持続化給
付金、雇用調整助成金、小規模事業者持続化
補助金など）を活用することなどの相談、サ
ポートを行います。
　�また、県の休業要請に応じた事業者を対象と
して、施設再開時の感染症予防対策や経営改
革に取り組むための経費（１事業所あたり10
万円）を助成します。詳しくは町ホームページ
をご覧いただくか、町商工会に問い合わせて
ください。
　問 �町商工会　☎0747-52-9555
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令和２年度の主な町税の納期限

納期限
（口座振替日）

個人町県民税
（普通徴収） 固定資産税 軽自動車税

４月 ４月30日（木） 全期・１期

５月 ５月15日（金） 全期

６月 ６月30日（火） 全期・１期

７月 ７月31日（金） ２期

８月 ８月31日（月） ２期

９月 ９月30日（水） ３期

10月 11月２日（月） ３期

11月 11月30日（月） ４期

12月 12月25日（金） ４期

納
期
内
完
納
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

税 金

　　令和２年度個人町県民税（全期・第
１期）の納期限は、６月30日（火）です。
納期内に納めましょう。
　今年度の主な町税の納期限について
は右表をご確認ください。

納税には便利な口座振替制度を
� �口座振替を利用すると、納付のたび
に金融機関などへ向かう必要がなくな
ります。うっかり納付期限を忘れてし
まうという心配もありません。届出印
と通帳を持参のうえ、各金融機関およ
び郵便局の窓口で申し込んでくださ
い。

問 ���町役場�税務課（内線113）

個人町県民税は納期限までに

※�　納期限が土・日曜日または祝日にあたるときは、日曜日・祝
日の翌日がその納期限となります。

年 金
ご存じですか？ ｢ねんきんネット ｣

ねんきんネットとは？
　ねんきんネットとは、インターネッ
トを通じて24時間いつでもどこでも、
パソコンやスマートフォンから、ご自
身の年金情報を手軽に確認できるサー
ビスです。
※�　昭和61年４月以前に年金受給権
が発生した老齢年金受給者は利用で
きません。

ねんきんネットに登録するには？
　ねんきんネットを利用するには、利
用登録（ユーザー ID の取得）が必要で
す。利用登録の際は、基礎年金番号、
メールアドレスを用意して、登録申請
を行ってください。

問 ���◦大和高田年金事務所　☎ 0745-22-3531
�　◦町役場�人権住民課（内線 123)

問 �ねんきんネットについて　☎ 0570-058-555
　�（050から始まる番号でかける場合　☎03-6700-1144）
受付時間
◦月曜日　午前８時 30分～午後７時
◦火～金曜日　午前８時 30分～午後５時 15分
◦第２土曜日　午前９時 30分～午後４時
※　祝日（第２土曜日を除く）、年末年始は利用できません。

年金見込み額の試算

各種届出書の確認や再交付申請

年金記録の確認・検索

電子版「ねんきん定期便」の閲覧

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の

主
な
サ
ー
ビ
ス
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就
任
の
あ
い
さ
つ

　

町
民
の
皆
様
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら

町
議
会
に
対
し
ま
し
て
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
賜
り
、
心
か
ら
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
度
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
急
速
な

拡
大
に
よ
り
罹
患
さ
れ
た
方
々
の
一

刻
も
早
い
ご
回
復
を
心
よ
り
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
度
の
臨
時
会
に
お
き

ま
し
て
、
議
員
の
皆
様
に
ご
推
挙
を

受
け
、
引
き
続
き
議
長
の
要
職
を
拝

命
い
た
し
ま
し
た
。
誠
に
身
に
余
る

光
栄
に
存
じ
ま
す
と
と
も
に
、
そ
の

重
責
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ

り
ま
す
。

　

本
町
に
お
き
ま
し
て
は
厳
し
い
財

政
状
況
の
中
、
福
祉
や
教
育
、
ま
ち

づ
く
り
施
策
、
さ
ら
に
安
全
対
策
な

ど
町
民
生
活
に
密
着
し
た
さ
ま
ざ
ま

町議会議長
池田 加代子

　　

こ
の
度
、
令
和
２
年
大
淀
町
議
会

第
１
回
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、
引

き
続
き
副
議
長
を
お
受
け
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
誠
に
身
に
余
る
光

栄
で
あ
り
ま
す
と
と
も
に
、
そ
の
責

任
の
重
大
さ
を
痛
感
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
罹
患
さ
れ
た
方
々
に
は
慎

ん
で
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
と
共

に
、
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
各
ご
家

庭
や
事
業
所
を
は
じ
め
地
域
の
皆
様

に
は
大
変
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
こ
と
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。

一
日
も
早
い
収
束
と
、
皆
様
の
ご
健

康
を
心
よ
り
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
本
町
で
は
財
政
計
画
に
基

づ
き
様
々
な
事
業
の
見
直
し
を
行
い
、

持
続
的
な
発
展
に
向
け
た
施
策
を
展

町議会副議長
青木 弘行

　

令
和
２
年
第
１
回
臨
時
会
が
、
５

月
８
日（
金
）に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

臨
時
会
で
は
、
議
長
お
よ
び
副
議

長
の
改
選
が
行
わ
れ
、
議
長
に
池
田

加
代
子
議
員
、
副
議
長
に
は
青
木
弘

行
議
員
が
再
選
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
奈
良
県
広
域
消
防
組
合
議

会
議
員
の
選
挙
で
は
、
山
本
勲
議
員

が
再
選
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
町
長
か
ら
専
決
処
分
の

承
認
７
件
、
条
例
の
一
部
改
正
案
１

件
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
各
議
案

に
つ
い
て
審
議
の
う
え
、
議
決
し
た

後
閉
会
し
ま
し
た
。

　

議
決
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

■�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
大
淀
町
介
護
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）【
承
認
】

議
　
決
　
事
　
項

専
決
処
分
の
報
告

令
和
２
年
町
議
会

　
　
　

第
１
回
臨
時
会

議
会
だ
よ
り

介
　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
な
ど

で
判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
を
保
護
・

支
援
す
る
制
度
で
す
。

　

認
知
症
や
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が

い
な
ど
に
よ
り
判
断
能
力
が
低
下
す
る

と
、不
動
産
や
貯
金
な
ど
の
財
産
管
理
、

入
院
時
の
手
続
き
や
介
護
施
設
等
へ
の

入
所
に
関
す
る
契
約
行
為
が
難
し
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
悪
徳
商

法
な
ど
の
不
利
益
な
契
約
で
あ
っ
て
も

判
断
が
で
き
ず
契
約
を
結
ん
で
し
ま
う

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
問
題
を
防
ぐ
役
割
と
な
る

の
が
成
年
後
見
制
度
で
す
。
こ
の
成
年

後
見
制
度
に
は
、
法
定
後
見
制
度
と
任

意
後
見
制
度
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
た
め
の

手
続
き
や
費
用
等
に
関
す
る
相
談
に
つ

い
て
は
、
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

へ
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

成
年
後
見
制
度
を

　
　
ご
存
じ
で
す
か
？

保
険

護

●　

●　

●　

●

●　

●　

●　

●

な　
　

 

る　
　

 

ほ　
　

 

ど

教　
　

 

え　
　

 

て　
　

 

！
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な
課
題
が
山
積
し
、
議
会
の
担
う
役

割
も
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
ら
諸
課
題
に
向
き
合

い
町
民
の
皆
様
に
実
効
性
の
あ
る
施

策
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
創

意
工
夫
に
よ
る
効
果
的
な
取
り
組
み

を
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
進
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
町
議
会
と
い
た
し

ま
し
て
も
、
町
民
の
皆
様
の
声
を
十

分
に
反
映
し
な
が
ら
、
二
元
代
表
制

の
一
翼
を
担
う
議
決
機
関
と
し
て
、

し
っ
か
り
と
そ
の
役
割
を
果
た
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

来
年
２
月
に
は
、
町
制
施
行

１
０
０
周
年
と
い
う
輝
か
し
い
大
き

な
節
目
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
記
念
す

べ
き
節
目
に
町
議
会
議
長
と
い
う
大

役
を
務
め
る
機
会
を
頂
戴
し
た
こ
と

に
心
よ
り
感
謝
し
つ
つ
、
皆
様
が
町

に
誇
り
を
も
ち
、
愛
着
を
よ
り
深
め

ら
れ
ま
す
よ
う
、
議
長
と
し
て
町
勢

の
発
展
に
全
力
を
傾
注
し
て
ま
い
る

所
存
で
す
。

　

今
後
も
町
民
の
皆
様
に
は
、
ご
支

援
・
ご
鞭べ

ん
た
つ撻

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
議
長
就
任
の

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
大
淀
町
税
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
）【
承
認
】

■�
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
大
淀
町
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

【
承
認
】

■�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
大
淀
町
国
民
健
康
保

険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

【
承
認
】

■�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
大
淀
町
後
期
高
齢
者
医

療
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
）【
承
認
】

■�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
令
和
元
年
度
大
淀
町
一

般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
））【
承

認
】

■�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
令
和
２
年
度
大
淀
町
一

般
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
））【
承

認
】

■�

大
淀
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補

償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
可
決
】

条
例
の
一
部
改
正

開
し
て
お
り
ま
す
が
、
少
子
高
齢
化

に
よ
る
人
口
減
少
は
も
と
よ
り
地
域

経
済
の
活
性
化
、
福
祉
の
向
上
や
安

心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
、
農
産
業
の

振
興
な
ど
本
町
に
と
り
重
要
な
課
題

の
対
応
は
待
っ
た
な
し
の
状
態
で
あ

る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
諸

課
題
を
解
決
し
て
い
く
中
で
町
が
大

き
く
発
展
で
き
ま
す
よ
う
、
行
政
と

一
体
と
な
り
引
き
続
き
住
民
の
皆
様

と
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
模
索
し
て

い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
の
負
託
に
応
え
る
べ

く
、
非
力
な
が
ら
議
長
を
補
佐
し
つ

つ
、
町
勢
の
発
展
の
た
め
副
議
長
の

職
に
当
た
る
覚
悟
で
す
。

　

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

温
か
い
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
し
て
、
副
議
長
就
任
の

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問��

◦
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
７
４
７-

52-

７
７
６
０

　

�

◦
町
役
場�

長
寿
介
護
課

　

�　
（
内
線
１
３
２
）

判断能力の程度に応じて、
家庭裁判所により後見人（保佐人・補助人）

が選任される。

すでに判断能力が不十分
法定後見制度

　将来、判断能力が衰えたときに備え、
「誰に何を支援してもうらうか」

を決めておく。

まだ元気だけど将来が不安
任意後見制度

成 年 後 見 制 度 の 全 体 像
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　法律の改正により、通知カードは令和２年
５月25日に廃止となりました。

【通知カード（見本）】

▶廃止後できなくなる手続き
◦通知カードの再交付申請の手続き
◦�通知カードの氏名、住所等の記載事項の変
更の手続き

▶通知カード廃止後のマイナンバー証明方法
◦マイナンバーカード（個人番号カード）
◦�マイナンバーが記載された住民票の写し・住
民票記載事項証明書

◦通知カード
　通知カードの記載事項（氏名、住所等）が住
民票と一致している場合は、引き続きマイナ
ンバーを証明する書類として利用可能です。
※�　出生などで新たにマイナンバーが付番さ
れた人には、「個人番号通知書」が送付されま
す。ただし、この通知書はマイナンバーを
証明する書類としては利用できません。

問 ���町役場�人権住民課（内線 121）

児童手当現況届の提出を
お忘れなく 通知カードが廃止へ

　児童手当を受けている人は、毎年６月中に
児童手当現況届を提出しなければなりません。
この届は、毎年６月１日における状況を記載
し、児童手当を引き続き受ける要件があるか
を確認するためのものです。

▶提出期限　６月30日（火）
　現況届が提出されない場合は、受給資格が
あっても、６月以降の手当を受けることがで
きなくなりますので必ず提出してください。
　なお、５月に新規に児童手当認定請求書を
提出した人は、現況届を提出する必要はあり
ません。
※�　新型コロナウィルス感染症の感染拡大防
止のため、現況届は郵送で提出をお願いし
ています。現況届提出の通知に同封してい
る返信用封筒をご利用ください。

▶注意事項
　本年４月末までに認定請求手続きをして、
新たに手当を受けることになった人も現況届
を提出してください。
　また、所得制限があるため、本年１月１日
現在で本町に住所を有していなかった人は、
課税状況をマイナンバーで確認します。マイ
ナンバーを確認できない場合は、マイナンバー
の提供をお願いすることがあります。

問 ���町役場�福祉課（内線 119）

集中豪雨・台風に備えよう

　　気象情報を聞き、早めの対応を
◦�テレビ・ラジオで気象情報をこまめに

チェックする。
◦雨戸や窓を補強する。
◦ベランダの小物を取り込む。

　　危険です ! その行動
◦�豪雨・強風下での瓦・アンテナの補強作業はしない。
◦�河川・田畑等の水場には近づかない。
◦�雨天時や降雨直後の河川敷や中州でのバーベ

キューやキャンピングは絶対にやめる。

～台風シーズンを前に、今一度、防災について考えましょう～
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ハチの営巣駆除を補助します高濃度 PCB を含む電気機器の
処分期限が迫っています

　安定器や変圧器、コンデンサーなどの高濃
度の PCB( ポリ塩化ビフェニル )を含む電気
機器および、低濃度の PCBを含む電気機器
は下記日程までに処分しなければならないこ
とが、法律で義務付けられています。これら
は使用中であっても、この期限までに処分し
ないと罰則の対象となる可能性があります。
　特に、高濃度の PCB を含む電気機器は、
処分期限が間近に迫っていますので、ただち
に処分手続きをしてください。
▶高濃度の PCB を含む電気機器の処分期限
　令和３年３月31日まで
▶低濃度の PCB を含む電気機器の処分期限
　令和９年３月31日まで

　昭和52年３月以前に建てられた工場や学
校、その他の施設の建物には PCBを含む安
定器が取り付けられた蛍光灯が残っている可
能性があります。一般家庭の蛍光灯に PCB
を使用したものはないと言われています。今
一度、電気室・キュービクルや事務所、倉庫な
どを確認し、PCBを含む電気機器を発見した
場合は、すぐに奈良県へ届出をしてください。

問 ���◦町役場�環境整備課（内線137）
　�◦奈良県�廃棄物対策課�産業廃棄物第二係
　　�☎0742-27-8748
　�◦�公益財団法人�産業廃棄物処理事業振興

財団　☎0120-985-007
　　� pcb-info@sanpainet.or.jp

　ハチの巣駆除は、巣ができている場所の所
有者か管理者が自らの責任で行ってください。
駆除が困難であると判断した場合は、専門の
駆除業者（有料）に依頼してください。
　スズメバチの営巣を駆除業者に依頼し、駆
除処理をした人に対して、補助金を交付しま
す。詳しくは、町役場環境整備課に問い合わ
せてください。

▶補助金額　 駆除に要した費用の３分
の１で上限7,000円

※�　補助金は先着順で補助枠に限りがあるた
め、年度の途中で補助金申請ができなくな
る可能性があります。ご了承ください。

▶駆除業者一例
◦森本養蜂場　☎0747-34-0135
◦株式会社ケイメイ　☎0744-23-7420
◦有限会社信和消毒サービス
　☎0744-29-9200
◦有限会社東洋テック　☎0745-65-0669
◦オールコントロールサービス株式会社
　奈良営業所　☎0744-48-0464

問 ���町役場�環境整備課（内線136）

問    ◦町役場 総務課 安全対策室（内線207）　◦吉野警察署　☎0747-53-0110

　　土砂災害の前触れがあれば、早めに安全な場所へ
【がけ崩れの前触れ】
◦小石が落ちてくる。
◦崖に裂け目ができる。
◦崖から水が涌き出る。

【地すべりの前触れ】
◦地面にひび割れができる。
◦陥没や隆起が生じる。

【土石流の前触れ】
◦ドンという山鳴りが鳴る。
◦川の水が急に減り始める。
◦川の水がにごってくる。

迅速な対応で、大切ないのちを守りましょう
防災や防犯、その他行
政情報などをメールで
配信します。登録方法
等詳しくは、町ホーム
ページをご覧ください。

【大淀町モバイルメール】



●子どもの健康診査・離乳食講座（受付順）

　 実施日　・　受付時間 対象誕生年月日

３～４か月児健康診査 �６月22日（月）・�午後１時15分 令和元年12月１日～令和２年３月22日

９～10か月児健康診査 �６月22日（月）・�午後０時45分 令和元年６月１日～令和２年９月22日

３歳６か月児健康診査 �７月29日（水）・�午後１時15分～午後２時 平成28年９月１日～平成29年１月29日

●予防接種（予約制）　※３日前までに町保健センターへ予約してください。

※　転入された人は、以前に受けた予防接種の種類・回数等の連絡をお願いします。
　　〈連絡がない場合は、予防接種の案内ができない場合があります。〉
※　場所は町保健センターです。

健康診査・予防接種の料金は無料です。対象児にはお知らせ・予診票を送付します。

けんこうガイド 問 �町保健センター　☎0747-52-9403
　（健康推進課）�　�� FAX0747-52-9404

母子健康手帳等の交付について

母子健康手帳・妊婦健康診査補助券は町
保健センターで交付しています。
※�　郵送で交付しますので、妊婦本人
が電話で申請してください。

健康相談は個別日程で対応します。
※　前もって電話などで連絡してください。

［乳幼児］�身体計測や、保健師・栄養士による健康や育児に
ついての相談を行います。

［成　人］�尿検査、血圧測定、禁煙相談（要予約）、保健師
や栄養士による健康についての相談を行います。

母子保健

予防接種名 実施日 受付時間 前の対象で受けていない子
みずぼうそう

６月17日（水）①・②
６月25日（木）①・②
７月１日（水）①・②

①午前10時～
　午前10時30分
②午後１時30分～
　午後２時

１歳から３歳未満の子

不活化ポリオ ３種混合を接種し、不活化ポリオ（計４回）
を規定回数終了していない子

麻しん風しん
混 合

１期 １歳から２歳未満の子

２期 就学前の年長児

日 本 脳 炎

１期 ３歳～７歳６か月未満の子

２期
◦小学５年生～13歳未満の子
◦�高校２年生～20歳未満で、第２期の接
種を受けていない人

【保健事業中止のお知らせ】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、一部保健事業を変更します。
◦「41歳～57歳生まれの男性の風しん抗体検査（集団）」の全日程を中止します。
◦「３～４か月・９～10か月健康診査」の日程と対象誕生生年月日が変更になります。
◦「成人のセット検診」の６月24日（水）から９月18日（金）までの日程を延期します。
◦「骨密度測定」の実施月を７月から１月に変更します。
※ 　本紙チラシ折り込み「町保健事業予定表（修正版）」を確認してください。なお、今後の状況によ

り再度変更となる場合があります。詳しくは、町保健センターに問い合わせてください。

※　場所は町文化会館です。
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●個別検診 　胃がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診は個別検診も実施しています。医療機関で個別に受診する
ための受診票を発行しています。詳しくは、町保健センターへ問い合わせてください。

対象者は 41～ 57歳（昭和 37年４月２日～昭和 54年４月１日生まれ）の男性で、場所は町保健センターです。

実施日・受付時間 受付時間 備考

���６月17日（水）
���６月25日（木）
���７月�１日（水）

　①午前10時～
　　午前10時30分
　②午後１時30分～
　　午後２時

�　予防接種は抗体検査の結果、陰性（免疫がない）の人が対象となります。
平成26年４月以降に抗体検査を受け、結果記録を持っている人は、抗体
検査を受けずに予防接種を受けることができます。

成人保健
●集団検診（要予約・先着順）　�申し込み、検診の詳しい内容は町保健センターまで問い合わせてください。

検診・内容 実施日・受付時間 対　　象 場所・料金 定　員

大腸がん検診
（便潜血検査・問診）

７月10日（金）
午前９時～午後３時

満40歳以上の町民
町保健センター

【満40～64歳】��200円
【満65歳以上】��100円

100人

41 歳～ 57 歳生まれの男性の風しん予防接種

「食」がつくる 健やかなまち 大淀 ～楽しく、おいしく、元気で長生き～

　６月は食育月間です。いつまでも健康でいられるように、「食」につい
て見直しましょう。食事は「楽しく食べること」「美味しく食べること」が
一番です。みんなで食育の輪を広げましょう。

免疫力をあげ
る食事 　基本的な食習慣＋α免疫力をあげる食事が病気

に負けない強い体をつくります！

　広報おおよど５月号のけんこうガイドでお知らせしました、個別検診「子宮頸がん検診」の料金
表に誤りがありました。個別検診において、記載のあった子宮体がん検診は実施していません。お
詫びして訂正します。

13

●１日３食規則正しく食べる
●主食・主菜・副菜を組み合わせる
　魚・肉・卵・大豆等たんぱく質は
十分に取り、野菜は１日350ｇ以
上（両手３杯以上）を目標にする。

基本的な食習慣 ＋α免疫力をあげる食事

★腸内環境を整える
　【発酵食品】ヨーグルト・チーズ・みそ・納豆など
　【食物繊維】野菜・果物・豆類・芋類・海藻など
★粘膜を正常に保ち、抵抗力を高める
　【ビタミンA・C】緑黄色野菜・果物・芋類など



　６月４日から10日までは、歯と口の健康週間です。歯・口
の病気が進めば、食欲が落ちて栄養不足を招いてしまいま
す。毎日の丁寧なお手入れが大切ですね。今月は、歯と口
の健康習慣にちなんで、歯にまつわる本をご紹介します。

図書館カレンダー６月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4
文化会館・図書館ともに休みの日
図書館が利用できない日

　　   June 2020

　はみがきれっしゃがやってくれ
ば、どんなに歯みがきが嫌いな子
の口もあーんと開きます！歯みが
きの時間が大変！というパパママ
の救世主となる絵本です。

「はみがきれっしゃしゅっぱつし
んこう !」 著 / くぼ まちこ  アリス館

「歯のえほん」 
作 /エドワード ミラー 　光村教育図書

　歯のある動物、歯の生え代わり、
むし歯、歯みがき、デンタルフロ
ス…。歯についての話題を楽しく
紹介する絵本。健康な歯のために
できること学ぼう！

「ペンギン・ハイウェイ」 
　　　  著 / 森見 登美彦　角川書店

　ぼくが住む海のない住宅地に突
如ペンギンたちが現れ、そして消
えた。どうやら歯科医院のお姉さ
んの不思議な力が関わっているら
しい。このおかしな事件の謎を解
くべく、ぼくは研究を始めるが…。

問 �町立図書館　�☎ 0747-54-2120

　歯医者にまつわるさまざまな
疑問。そんな歯科の40の疑問に、
若林健史歯科医師が答えます。

「なぜ歯科の治療は1回では終わ
らないのか ? 聞くに聞けない歯
医者のギモン40」 
　　　著 / 若林 健史　朝日新聞出版

　６月５日（金）から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策を取りながら、貸出と返却
のみ、サービスを限定して開館しています。新聞、雑誌、DVD視聴覚資料の利用はできません。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか、町立図書館まで問い合わせてください。なお、６月の
こどものためのおはなし会および大人のための朗読会は中止します。
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募
集
期
間

　

７
月
１
日（
水
）～
７
月
31
日（
金
）

応
募
資
格

◦
県
内
在
住
の
成
人（
70
歳
未
満
）

◦�

被
害
者
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
積
極
的
に
参
加
で
き
る
人

※�　

性
別
、
職
業
、
学
歴
は
問
い

ま
せ
ん
。

活
動
内
容

◦
電
話
相
談

◦�

裁
判
所
・
検
察
庁
・
警
察
署
・
弁

護
士
事
務
所
へ
遺
族
、
被
害
者
、

被
害
者
の
家
族
に
付
き
添
い
、

ア
ド
バ
イ
ス
等
を
行
い
ま
す
。

問�

な
ら
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

�　

☎
０
７
４
２-

26-

６
９
３
５

　

な
ら
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
犯
罪
や
事
故
の
被
害

者
や
そ
の
家
族
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

犯
罪
被
害
者
等
支
援
員（
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
）を
募
集
し
て
い
ま
す
。
書

類
選
考
の
う
え
、
養
成
講
座
を
受

講
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
応
募
は
、

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

犯
罪
被
害
者
等
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す



●活動時間
　月・火・水曜日　午前10時～午前11時30分
●室内開放
　月・火・水曜日　活動終了後～午後２時
　木・金 曜 日　�午前10時～午後２時
●あそびの森開放
　月～金曜日　午前10時～午後２時
●場　　所
　地域子育て支援センター
●持 ち 物
　飲み物、タオル、参加費、各活動で必要な物
●育児相談（随時受付しています）
　希望者は、延明保育園に申し込んでください。
●問い合わせ先
◦延明保育園　☎0747-52-0388
◦地域子育て支援センター　☎0747-53-0377

子育てサークルちびっこランド
　大淀町地域子育て支援センターは、子育て中の保護者の心身のリフレッシュや相談業務などを行い、
育児をサポートしている施設です。

きてみて！幼稚園
ゆ め の た ね い っ ぱ い

　
わくわくルーム

　�
☎0746-32-0264
住 �大淀町中増61-2
toubu-you@town.oyodo.lg.jp

　町立大淀西部幼稚園

　町立大淀東部幼稚園

☎0745-67-1766
住 �大淀町今木779-4
seibu-you@town.oyodo.lg.jp

　うがい・手洗いをしっかりとし、風邪を引かないように気を付けましょう。

　６月のわくわくルームおよび園庭開放
は、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大状況を考慮し、当面の間、実施しません。
　実施状況については、決まり次第、お
知らせします。詳しくは問い合わせてく
ださい。

重要なお知らせ

�　６月１日（月）から30日（火）までは自由開放
で再開します。
　新型コロナウイルス感染症の感染状況によ
っては、人数制限をさせていただく場合があ
ります。
　参加前には検温とアルコール消毒をし、マ
スクの着用をお願いします。

＊育児グッズ、シェアしましょう　
　小さくなった服や使わなくなったおもちゃ
などの育児グッズを必要な人に譲ります♪持
ち込みは随時受け付けています。

　 活動報告

幼稚園で笑顔いっぱい、
元気いっぱい遊ぼうね♪

梅雨時期ならではの発見や
遊びを楽しみましょう。

大淀東部幼稚園

大淀西部幼稚園
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information

お
知
ら
せ

information

６月７日～６月13日は危険物安全週間
「訓練で　確かな信頼　積み重ね」

　消防法の改正により、ガソリンを携行缶で購入
する際に、運転免許証等を提示し本人確認を行う
とともに、使用目的を確認し、販売記録を作成す
ることが義務付けられました。
　危険物による火災を防ぐため、ご理解とご協力
をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症発生に伴い、消毒
用エタノールの使用が増えると思われますが、
消毒用エタノールは引火しやすいため、火気の
近くで使用しない等、取り扱いに留意してくだ
さい。

問 �奈良県広域消防組合�大淀消防署
　�☎0747-52-1199
※�　119番通報は橿原市の消防本部に
　繋がります。

６
月
の
開
設
日
時

　

６
月
13
日（
土
）、
28
日（
日
）

７
月
の
開
設
日
時

　

７
月
11
日（
土
）、
26
日（
日
）

※　

各
日
、
午
前
８
時
30
分
～
正
午

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

を
行
い
、
受
け
取
り
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
人
で
、
町
役
場
開
庁

時
間
内
に
来
ら
れ
な
い
人
に
、
休

日
臨
時
交
付
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
。

　

予
約
は
受
け
取
り
希
望
日
直
前

の
金
曜
日
の
午
前
中
ま
で
に
、
町

役
場
人
権
住
民
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
予
約
が
な
い
日
は
窓
口

を
開
設
し
ま
せ
ん
。

※�　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
等
は
行
え
ま
せ
ん
。

問��

町
役
場�

人
権
住
民
課

　

�

（
内
線
１
２
１
）

　　

中
途
失
明
者
等
の
在
宅
の
重
度

視
覚
障
が
い
者
に
対
し
て
、
社
会

参
加
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、
訓

練
等
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

訓
練
内
容

◦
歩
行
訓
練�

◦
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
訓
練�

◦
日
常
生
活
動
作
訓
練�

◦�

パ
ソ
コ
ン
等
情
報
支
援
機
器
の

操
作
に
関
す
る
訓
練�

◦�

そ
の
他
対
象
者
の
生
活
に
必
要

な
助
言
、
指
導

申
込
締
切

　

６
月
26
日（
金
）

注
意
事
項

◦�
希
望
者
が
予
定
人
数
を
上
回
っ

た
場
合
は
、
新
規
受
付
の
人
を

優
先
し
ま
す
。

◦�

訓
練
を
受
け
る
た
め
の
経
費
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
教
材
等

の
実
費
に
つ
い
て
は
、
自
己
負

担
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
問�

町
役
場　

福
祉
課

　
　

�

（
内
線
１
１
９
）

　

令
和
３
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る

中
学
校
の
教
科
書
な
ど
を
下
記
の

教
科
書
セ
ン
タ
ー（
分
館
）等
で
展

示
し
ま
す
。

日�

６
月
12
日（
金
）～
７
月
2
日（
木
）

　

���

午
前
９
時
～
各
学
校
お
よ
び

セ
ン
タ
ー
終
了
時
刻

※　

休
日
は
閲
覧
で
き
ま
せ
ん
。

所�

◦
吉
野
町
立
吉
野
小
学
校

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
臨
時
交
付
窓
口（
予
約
制
）

中
途
失
明
者
等
生
活
訓
練

事
業

�　

◦
川
上
村
立
川
上
中
学
校

　

�

◦
下
北
山
村
立
下
北
山
小
学
校

　

�

◦
十
津
川
村
立
十
津
川
第
一
小
学
校

�　

◦
野
迫
川
村
山
村
振
興
セ
ン
タ
ー

※�　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
対
策
の
た
め
、
展
示
会

場
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
閲
覧
を
希
望
す
る
人
は
、

事
前
に
町
教
育
委
員
会
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問�

町
教
育
委
員
会�

学
務
課

　

�

☎
０
７
４
７-

52-

１
５
２
２

　

８
月
１
日
入
居
の
公
営
住
宅
新

規
入
居
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し

ま
す
。

募
集
住
居

◦
比
曽
第
三
町
営
住
宅（
２
戸
）

◦
改
良
住
宅（
１
戸
）

受
付
期
間

日�

６
月
15
日（
月
）～
19
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

受
付
場
所

　

町
役
場�

人
権
施
策
推
進
室

必
要
書
類

◦
入
居
申
込
書

※�　

申
込
書
は
町
役
場
人
権
施
策

推
進
室
に
あ
り
ま
す
。

◦�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

訓練内容
　屋外拡声スピーカー（町内 77か所）および 13
の施設（小・中学校等）で緊急地震速報訓練放送
が流れます。

放送内容
　放送前後に防災行政無線チャイムが流れます。
�「ただいまから訓練放送を行います。」
「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これ
は訓練放送です。」×３回

問 ��町役場�総務課�安全対策推進室（内線 206）

教
科
書
展
示
会
開
催

（令和２年度推進標語）

６月 17 日（水）
午前 10 時ごろ

Ｊアラートの全国一斉
緊急地震速報訓練を実施
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公
営
住
宅
入
居
者
募
集

募　
　

集

　緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れがく
るまでの時間はごくわずかです。この短い時間
で、慌てず、身を守るための行動として何がで
きるか、日ごろから考えておくことが大切です。



Eng l i s h  L e s s on

今月のフレーズ
"look on the bright side"

物事の明るい面を見る、楽観する

KatherineTeresa

　今月は人を前向きの気持ちにしてくれるフレーズ
を紹介します。どんな困難でも必ずbright�side（明
るい面）があると言われています。
　「look�on�the�bright�side」は人を慰めるときや、
前向きな性格の人の話をするときに使われます。

Examples（例）
◦��She�"looks on the bright side" of�life.
　�彼女は人生を楽観している。

◦ �He�tries�to�"look on the bright side”�of�
things.

　�彼は物事を前向きに考えようとします。

15 地域おこし協力隊通信

日時　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ問所日 申
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カ
ー
ド
も
し
く
は
個
人
番
号
通

知
カ
ー
ド

◦�

印
鑑
お
よ
び
運
転
免
許
証
な
ど

の
顔
写
真
付
き
証
明
書

◦�

入
居
家
族
全
員
分
の
完
納
証
明

書
※�　

提
出
書
類
に
虚
偽
の
記
載
が

発
見
さ
れ
た
と
き
は
、
入
居
取

消
ま
た
は
立
ち
退
き
執
行
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

応
募
資
格

　

�

令
和
２
年
６
月
15
日
時
点
で
１

年
以
上
町
内
に
住
所
ま
た
は
勤

務
場
所
を
有
す
る
こ
と

※�　

そ
の
他
、
応
募
要
件
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
町
役
場

人
権
施
策
推
進
室
ま
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問�

町
役
場�

人
権
施
策
推
進
室

　

�

（
内
線
１
２
６
・
１
２
７
）

　

奈
良
県
で
は
、
高
齢
者
保
健
福

祉
月
間
事
業
の
一
環
と
し
て
奈
良

県
文
化
会
館
で
高
齢
者
美
術
展
を

開
催
し
ま
す
。

展
示
期
間

日�

８
月
28
日（
金
）～
９
月
２
日（
水
）

　

�

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※　

８
月
31
日（
月
）は
休
館
日

出
品
資
格
者

　

�

県
内
在
住
で
昭
和
37
年
４
月
１
日

以
前
に
生
ま
れ
た
ア
マ
チ
ュ
ア

出
品
部
門

　

�

日
本
画
、
洋
画
、
書
、
工
芸（
彫

塑
）、
手
芸
、
写
真
の
６
部
門

出
品
点
数

　

�

作
品
は
、
出
品
者
に
よ
り
創
作

さ
れ
た
も
の
で
、
１
部
門
に
つ

き
１
人
２
点
ま
で
と
し
、
未
発

表
の
も
の
に
限
る

出
品
手
数
料

　

�
１
点
１
０
０
０
円

　
（
振
込
手
数
料
を
除
く
）

申
込
方
法

　

７
月
13
日（
月
）ま
で
に
町
役
場

長
寿
介
護
課
へ
申
込
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
、
町
役

場
長
寿
介
護
課
に
あ
り
ま
す
。

※�　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
状
況
に
よ
っ
て
は
、

事
業
が
中
止
に
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

問�

町
役
場�

長
寿
介
護
課

　

�

（
内
線
１
３
２
）

受
験
資
格

①�

令
和
２
年
４
月
１
日
時
点
で
、

高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学

校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
年
を
経
過
し
て
い

な
い
者
お
よ
び
令
和
３
年
３
月

ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は
中
等

教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み

の
者

②�

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準

ず
る
と
認
め
る
者

受
付
期
間

日�

６
月
22
日（
月
）～
７
月
１
日（
水
）

　
（
受
信
有
効
）

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
専
用
ア

ド
レ
ス
か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

HP�http://w
w
w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

試
験
日

◦
第
１
次
試
験

日�

９
月
６
日（
日
）

◦
第
２
次
試
験

日�
10
月
14
日（
水
）～
23
日（
金
）

合
格
者
発
表
日

◦
第
１
次
試
験
合
格
者
発
表
日　

日�

10
月
８
日（
木
）　

午
前
９
時

◦
最
終
合
格
者
発
表
日

日�

11
月
17
日（
火
）　

午
前
９
時

※�　

詳
し
く
は
、
人
事
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

問�

◦
大
阪
国
税
局
人
事
第
二
課

　

�

☎
０
６-

６
９
４
１-

５
３
３
１

　

�

◦
吉
野
税
務
署
総
務
課

　

�

☎
０
７
４
６-

32-

３
３
８
５

第
49
回
奈
良
県
高
齢
者

美
術
展
作
品
募
集

試　
　

験

令
和
２
年
度

　

税
務
職
員
採
用
試
験

商工振興担当　鷲
わしみ

見�由
ゆ か

香です

キッチンカーのメン
テナンスをしました。
コロナ収束後に向け
て、できることをし
ています。

商工振興担当��勝
かつべ

部�彩
あやこ

子です

カフェの開業に向け
て経営の勉強をした
り、具体的な事業計
画を立てたりと、少
しずつ準備を進めて
います。
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問 �町役場�総務課（内線201）令和２年度 区長名簿（敬称略）

大字名 区長名 電話番号 大字名 区長名 電話番号

中増 池田　政則 0746(32)8728 岡崎１丁目 伊藤　清祐 0747(52)2079

西増 野間　良章 0746(32)5062 岡崎２丁目 下西　佳行 0747(52)8326

増口 篠原　達司 0746(32)2231 岡崎３丁目 竹田　浩三 0747(52)2592

出口 川西　　彰 0746(32)8132 西町１丁目 林　　治史 0747(52)1876

比曽 山本　内匠 0746(32)2866 西町２丁目 小川　正雄 0747(52)3451

上比曽 前田　　繁 0746(32)1015 西町３丁目 西田　清継 0747(52)1444

北六田 小西　政雄 0746(32)3597 西町４丁目 山田　洋史 0747(52)6690

北野 森田　雅人 0746(32)1624 西町５丁目 上西　修身 0747(53)0582

新野 辻本　雅英 0746(32)2118 西町６丁目 大坪　義徳 0747(52)9027

馬佐 今西　　章 0746(32)8077 香梨台 清水　諭司 0747(52)9684

口越部 中谷　　修 090-6902-2442 車坂町 柏木　昭雄 0747(52)3779

中越部 谷野　　勉 0747(52)2937 高見台 辻　　正幸 0747(52)9287

奥越部 玉木代志次 0747(52)8241 つつじケ丘 曽ヶ端保夫

土田 上村　喜彦 0747(52)0585 北町１丁目 岸本　正一 0747(52)1702

南大和 井上　　薫 0747(52)7918 北町２丁目 岩本　良博 0747(52)1427

口桧垣本 東　　清文 0747(52)7439 北町３丁目 長谷川　昇 0747(52)7990

上桧垣本 森本　信逸 0747(52)3855 北町学園前 上平賢次郎 090-2108-5029

金吾町 古西　克存 0747(53)0809 岩壺 植田　善彦 0747(52)2367

吉野平 仲嶋　時博 0747(52)7252 鉾立 前田　勝久 0745(67)1835

畑屋 森　　健治 0747(52)4614 大岩 中上　　繁 0745(67)0041

持尾 木寅　吉英 0747(52)4350 今木 宮本　定則 0745(67)1827

矢走 東川　和憲 0747(52)5319 薬水 中尾　六男 0747(52)4192

芦原 城　　秀樹 0747(52)3851 佐名伝 山口　隆弘 0747(52)3897

新町１丁目 辻井　和要 0747(52)7045 大阿太
グリーンポリス 菅原　　勁 0747(52)8966

新町２丁目 安川　　修 0747(52)3485 花吉野
ガーデンヒルズ 大西　治郎 0747(53)2348

新町３丁目 梅本　隆昭 0747(52)5450

１ ２ ３ ４



日時　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ問所日 申

相　談
●人権相談

●教育相談（要予約）

●心配ごと合同相談

●消費生活相談

　　

　日 �午前９時～午後４時
　　�（土・日曜日、祝日を除く毎日）
　所 �大淀町役場
　問 �大淀町役場人権施策推進室
　　�☎ 0747-52-5501

　日 �火～金曜日
　　�午前 10時～午後４時
　所 �大淀町役場適応指導教室
　問 �大淀町役場適応指導教室
　　�☎ 0746-34-5016

　※�　新型コロナウイルス感染症
の影響により、６月の相談は
中止となりました。

　問 �大淀町社会福祉協議会
　　�☎ 0747-52-1941

　日 �毎週木曜日�
　　�午後１時～午後４時
　所 �川上村役場
　問 �川上村役場住民福祉課
　　�☎ 0746-52-0111

●無料法律相談（要予約）

●住宅増改築相談

　日 �６月 16日（火）
　　�午後１時～午後４時
　所 �大淀町役場
　問 �大淀町役場人権住民課
　　�☎ 0747-52-5501

　日 �７月 16日（木）
　　�午後１時～午後４時
　所 �吉野町役場
　問 �吉野町役場町民課
　　�☎ 0746-32-3081

　日 �８月 14日（金）
　　�午後１時～午後４時
　所 �下市町役場
　問 �下市町役場住民保険課
　　�☎ 0747-52-0001

　住宅リフォームや増改築の
相談をお受けします。お気軽
にお問い合わせください。
問 �県建築協同組合中吉野支部
　�☎ 0747-52-9971

町役場� 0747-52-5501
上下水道部� 0747-52-0137
教育委員会� 0747-52-1522
中央公民館� 0747-52-1524
保健センター� 0747-52-9403
児童センター� 0747-52-8319
桜ヶ丘総合センター� 0747-52-5402
旭ヶ丘総合センター� 0746-32-5189
杉本記念文化センター� 0746-32-2489
平畑体育館� 0747-52-6234
文化会館� 0747-54-2110
図書館� 0747-54-2120
南奈良総合医療センター� 0747-54-5000
南和広域美化センター� 0747-52-3253
社会福祉協議会� 0747-52-1941
地域包括支援センター� 0747-52-7760
大淀消防署� 0747-52-1199
吉野警察署� 0747-53-0110
道の駅吉野路大淀 iセンター� 0747-54-5361
健康づくりセンター� 0746-34-5501
シルバー人材センター� 0747-54-5522
高齢者ふれあい活動センター� 0747-54-5533
パークゴルフ場� 0745-67-0543

電 話 案 内

●無料交通事故相談

●児童相談

　日 �毎月第２火曜日
　　�午前 10時～午後３時
　所 �大淀町役場
　問 �県安全・安心まちづくり推進課
　　�☎ 0742-27-8731

　日 �７月 10日（金）
　　�午前 10時 30分～午後４時
　所 �下市町保健センター
　問 �高田こども家庭相談センター
　　�☎ 0747-22-6079

　�　�法テラス
　身近な法的トラブルについて
お気軽に問い合わせてください。
　解決に役立つ法制度や最適な
相談機関を紹介します。
　問 �法テラス奈良
　　☎ 050-3383-5450
　問 �法テラス南和法律事務所
　　（下渕やすらぎビル内）
　　☎ 050-3383-0025

19

大淀町ふるさと応援寄附金

　

　４月中に次のみなさまから寄附をいただき
ました。
　塚本　慶昭　様　��　　10,000円
　匿名　１名様　　　����40,000円
　他　　63名様

　みなさまの熱い想いを実現できるように、
大切に活用させていただきます。
　今後も変わらぬ応援をお願いいたします。

差別をなくす町民集会
開催中止のお知らせ

　７月に開催を予定していた差別をなくす町民
集会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため中止となりました。

問 ��町役場�人権施策推進室（内線126）



広　告

広　告

広　告

大淀町民憲章（平成3年11月1日制定）
わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

れきの心と水と緑、はちたしくたわ ．１
いな町をつくります。

、び尊を権人にい互、はちたしくたわ ．１
共に生きるあたたかい町をつくります。

愛を土郷たれぐす、はちたしくたわ ．１
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。

、みし親にツーポス、はちたしくたわ ．１
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。

ど子、い敬を人老、はちたしくたわ ．１
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

梨花 アラカシ

　のうごき

このコーナーの「すまいる」の写真を
お待ちしています。申し込みは、町
役場企画政策課まで。

編
集

・
発

行
　

大
淀

町
役

場
　

企
画

政
策

課
秘

書
広

報
係

／
奈

良
県

吉
野

郡
大

淀
町

桧
垣

本
2090番

地
／

☎
 0747�

5501　
FA

X
 0747�

4310／
http：

//w
w

w
.tow

n.oyodo.lg.jp
毎

月
1

回
1

日
発

行

広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

　のうごき
令和２年4月30日現在

●人　口	 17,303人（－33）
　　男	 8,２88人（－２5）
　　女	 9,015人（－　8）
●世帯数	 7,408（＋　5）
				　（　）内は前月との比較

（桧垣本）

両親からのコメント
２人仲良くいっぱい遊んで

大きくなってね！

隠
お ん じ

地 心
こ は る

暖ちゃん
（平成27年５月28日生まれ）

隠
お ん じ

地 鞠
まり

ちゃん
（令和元年６月20日生まれ）
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